
 

 
 

支払基金統一事例 

【 投薬 】 

 

２３４ マジンドール錠の算定について 

 

《令和６年７月３１日》 

 

○ 取扱い 

 

高度肥満症（病的肥満を含む）の診断がない場合のマジンドール錠（サノレ

ックス錠）の算定は、原則として認められない。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

マジンドール錠（サノレックス錠）の添付文書の効能又は効果は「あらかじ

め適用した食事療法及び運動療法の効果が不十分な高度肥満症（肥満度が

+70%以上又はＢＭＩが 35 以上）における食事療法及び運動療法の補助」であ

り、加えて、効能又は効果に関連する注意に「肥満症治療の基本である食事療

法及び運動療法をあらかじめ適用し、その効果が不十分な高度肥満症患者に

のみ、本剤の使用を考慮すること」、「本剤は肥満度が+70%以上又はＢＭＩが

35 以上の高度肥満症であることを確認した上で適用を考慮すること」と示さ

れている。 

以上のことから、高度肥満症（病的肥満を含む）の診断がない場合のマジン

ドール錠（サノレックス錠）の算定は、原則として認められないと判断した。 
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